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第１章 計画の背景と目的 

１．計画の背景  

（１）空家対策に関する国の動き 

日本の総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合は、平成 19 年に 21％を超えて「超高

齢社会」となり、平成 28 年 10 月には 27％まで高まっています。こうした高齢化の進展

や人口減少、既存の住宅・建物の老朽化、単身や二人世帯の増加など社会的状況・ニーズの

変化等に伴い、「空家等」が全国的に増加しています。 

空家等の増加に伴い、適切な管理が行われず安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害

など様々な問題を引き起こしている空家等が増加し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし

ています。 

このような状況から国は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共

の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成 26 年 11 月 27 日に、「空家

等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という）」（P2 参照）を公布しました。 

また、総務省及び国土交通省は、平成 27 年２月 26 日付けで法第５条に基づく「空家等

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（P3 参照）を定めました。 

法の施行により、空家等の所有者を把握するために固定資産税の課税情報などを利用でき

るようになり、より迅速に所有者に対し空家を適切に管理するよう指導ができることとなり

ました。 

（２）法に基づく市町村の役割 

適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するためには、まずは空家等の

所有者等が自らの責任により適切に対応することが前提となります。 

しかしながら、この所有者等が管理を十分に行うことができず、その管理責任を全うしな

い場合等も考えられるため、法に基づき、空家等の所在及び状態の実態把握並びにその所有

者等の特定と所有者等への助言又は指導・勧告・命令等を行うことができるように市町村長

に権限が与えられました。 

こうしたことから、法第４条において空家に対する市町村の責務として「市町村は第６条

第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他

の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。」と規定され、市町村に

はそれぞれの地域特性に合った対策計画の策定が求められています。 

 

２．計画の目的 

この対策計画は、法の目的を効率的かつ効果的に達成するため、既存住宅ストックとして

も重要な役割を果たす空家等に対する対策を実施することにより、空家等の利活用を進め、

地域の生活環境を維持改善していくことを目的とします。 

本町では、平成 28 年度において空家等の実態把握調査を行い、空家の管理、利活用、撤

去の視点における方針整理と庁内役割分担・連携の検討を行っており、これらを踏まえ空家

等対策計画を策定することとします。 
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第２章 空家の現状分析及び課題検討 

 １．本町の概況  

（１）人口・世帯の状況 

国勢調査による平成 27 年 10 月 1 日現在の人口は 39,549 人、世帯数は 13,693 世帯

となっており、増加傾向にあります。 

一方、世帯当たりの人員は平成 27 年現在 2.89 人/世帯であり、減少傾向にあります。 

人口構成は、年少人口割合（0～14 歳）が横ばい、生産年齢人口割合（15～64 歳）が

減少する一方で、老年人口割合（65 歳以上）は大きく増加しており、高齢化が進んでいま

す。平成 27 年の老年人口割合は 20.5％に達し、「超高齢社会」の基準である 21％まで目

前の状況となっています。 

■人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注：割合は、年齢不詳分を除き、合計が 100％になるように端数を調整   資料：国勢調査 
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（２）家族類型の状況 

国勢調査による一般世帯（社会施設入所者などの施設等の世帯を除く）の平成 27 年 10

月 1 日現在の家族類型別世帯数割合は、夫婦のみの世帯 2,559 世帯（18.7%）、二世代の

世帯が 5,889 世帯（43.1%）、三世代の世帯が 1,073 世帯（7.8%）、三世代を除く他の親

族世帯が 881 世帯（6.4%）、非親族世帯が 119 世帯（0.9%）、単独世帯※が 3,154 世帯

（23.1%）となっています。平成 12 年と比べると、夫婦のみの世帯、二世代の世帯、単独

世帯が増加しています。 

また、平成 27 年の高齢夫婦世帯数（65 歳以上のいる夫婦のみの世帯）は 1,417 世帯、

高齢単独世帯数（65 歳以上の単独世帯）は 630 世帯となっており、これらを合わせた

2,047 世帯が一般世帯総数の 15.0％（平成 12 年６.2％）を占めています。 

※「単独世帯」は、一人暮らしの世帯（単身世帯）のこと。 

■一般世帯に占める家族類型別世帯数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■65 歳以上のいる夫婦のみの世帯、65 歳以上の単独世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注：図中の%は一般世帯総数に占める割合                                    資料：国勢調査 
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（３）住宅の状況 

① 住宅の建築年 

平成 25 年の住宅・土地統計調査から建築年を見ると、昭和 55 年以前に建築された住宅

の割合が約 24％で岡崎市とほぼ同率であり、愛知県及び蒲郡市・西尾市よりは低い割合と

なっています。 

■住宅の建築年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 

■住宅の建築年の比較（近隣市・愛知県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住宅の建築年の比較表（近隣市・愛知県） 

 

 

 

 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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② 住宅の種類 

住宅総数に占める専用住宅の割合は 98.4％で、愛知県、近隣市よりも高い割合となってい

ます。 

■住宅の種類 
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資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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区    分
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③ 住宅の所有関係 

本町の住宅の持ち家率は 71.9％で、愛知県及び隣接の岡崎市、蒲郡市と比較して高い状況

となっていますが、西尾市よりは低い状況にあります。 

■持ち家と借家の比率 
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注：持ち家、借家の合計は不詳を含むため総数にならない。また、持ち家、借家の割合は総数に対する割合

を算出しており、合計は 100％にならない。 

資料：人口・世帯数は平成 27 年国勢調査、住宅戸数は平成 25 年住宅・土地統計調査 
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④ 住宅に居住する主世帯の割合 

住宅に居住する 13,340 世帯のうち、単身世帯が 2,300 世帯で 17.2％、そのうち 65

歳以上の高齢者単身世帯が 610 世帯となっています。 

また、夫婦のみの世帯が 2,430 世帯 18.2％となっており、そのうち、高齢夫婦が 1,280

世帯となっています。 

 

■住宅に居住する主世帯の種類（世帯数、割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：住宅・土地統計調査において、「主世帯」とは１住宅に居住する主な世帯（家の持ち主や借主の世帯など）で

あり、「高齢夫婦」とは夫 60 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦とされている。 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 
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（４）住宅・土地統計調査による空家の状況 

平成 25 年住宅･土地統計調査によると、住宅総数は 14,560 戸であり、このうち空家は

1,160 戸となっています。空家数は、平成 15 年調査から 20 年にかけて 800 戸減少し、

空家率は 12.5％から 6.6％に減少しましたが、平成 20 年から平成 25 年にかけて 250 戸

増加し、空家率も 6.6％から 8.0％に増加しています。 

この統計調査では、「空き家」の定義に、新築の賃貸用住宅や売却用住宅で未入居の物件を

含んでいる（P11 参照）ことから、平成 15 年から 20 年にかけての減少は、このような物

件への入居が進んだことが理由の一つとして考えられます。一方、平成 20 年から平成 25

年にかけては「その他の住宅（世帯が長期にわたって不在の住宅、建て替えのために取り壊

すこととなっている住宅等）」が増加しており、この中に問題となる空家等が潜在していると

考えられます。 

なお、空家率は愛知県及び隣接の岡崎市、蒲郡市、西尾市よりも低くなっており、その他

の住宅の割合も低くなっています。 

■空家数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「二次的住宅」とは別荘や普段住んでいる住宅とは別に、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

                                  資料：住宅・土地統計調査 

■空家数と空家率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、住宅・土地統計調査 

戸数
（戸）

戸数
（戸）

割合
（％）

戸数
（戸）

割合
（％）

戸数
（戸）

割合
（％）

戸数
（戸）

割合
（％）

戸数
（戸）

割合
（％）

平成15年 13,710 1,710 12.5% 60 0.4% 1,420 10.4% 20 0.1% 210 1.5%

平成20年 13,740 910 6.6% 120 0.9% 600 4.4% 0 0.0% 190 1.4%

平成25年 14,560 1,160 8.0% 20 0.1% 620 4.3% 20 0.1% 500 3.4%

賃貸用住宅 売却用住宅 その他の住宅区    分
空家

二次的住宅

住宅総数

戸数
（戸）

戸数
（戸）

割合
（％）

戸数
（戸）

割合
（％）

幸田町 39,549 13,693 14,560 1,160 8.0% 500 3.4%

愛知県 7,483,128 3,063,833 3,439,000 422,000 12.3% 134,500 3.9%

岡崎市 381,051 147,418 156,390 19,110 12.2% 6,030 3.9%

蒲郡市 81,100 29,950 34,140 5,110 15.0% 1,990 5.8%

西尾市 167,990 58,951 61,100 8,390 13.7% 2,630 4.3%

区    分
人口（人）

（平成27年）

総世帯数

（平成27年）

住宅総数

その他の住宅
空家

20

120

60

620

600

1,420

20

0

20

500

190

210

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

平成25年

平成20年

平成15年

二次的住宅 賃貸用住宅 売却用住宅 その他の住宅
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■住宅・土地統計調査における空家の定義 

 

○住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 
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 ２．空家の現況  

（１）空家等実態調査の実施状況 

空家等の実態を把握するため、平成 28 年度に本町全域を対象とする調査を実施し、空家

等の抽出調査、絞り込み調査、調査票及び現地調査用マニュアルの作成を行い、現地確認調

査を実施しました。以下に、調査フロー及び調査結果を示します。 

■空家等実態把握調査フロー 

第１段階 空家等の抽出調査 

対象空家 水道閉栓情報、及び関係部署空家情報（消防署・自治会報告 など） 

調査方法 水道閉栓情報については、6 ヶ月以上使用されていなかったものを対象とする。 

 

第２段階 空家の絞り込み調査 

対象空家 
水道閉栓情報及び関係部署空家情報等をもとに、①実態調査の対象建物と②現地確

認調査が不要なものを検討し、③現地確認調査対象建物（①－②）に絞り込む。 

調査方法 
航空写真等から現地確認調査が不要となるもの（重複、集合住宅、非建ぺい地等）

を判別し、現地確認調査対象建物を絞り込む。 

 

第３段階 調査票及び現地調査用マニュアル作成 

「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」

に記載されている項目のうち、敷地や建物内への立ち入りが必要な項目を除いた項目を参考に

作成 

 

第４段階 現地確認調査 

調査方法 
・外観目視による判別調査・写真撮影（敷地内や建物内には入らない） 

・身分証明証を携帯するとともに、腕章等を着用して行う。 

現地確認 

調査結果 

現地確認調査の結果、以下の建物等は空家候補から除外する。 

・居住している住宅・店舗併用住宅 

・新築または改築建物で居住している 

・更地になっている 

・建物が解体済みで畑等になっている 

 

第５段階 意向調査 

対象者 現地確認調査において、空家または空家と思われる建物 

調査方法 

・アンケート調査票の郵送 

・「意向調査依頼文」、「空家に関する取組状況の周知（広報）」、「空家意向調査票」、

「返信用封筒」の資料を同封して発送する。 
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下記は現地確認調査結果をまとめた表であり、1,485 件の対象建物のうち、226 件の空

家意向調査の対象建物が抽出されました。 

■現地確認調査結果のまとめ 

項    目 
水道閉栓 

情報 

関係部署 

空家情報等 
現地調査 合 計 

①実態調査の対象建物 1,345 件 140 件 － 1,485 件

②現地確認調査が不要なもの 773 件 0 件 － 773 件

③＝①－② 572 件 140 件 － 712 件

④現地調査で空家の可能性があると

判断したもの 
－ － 18 件 18 件

⑤現地確認調査対象建物（③＋④） 572 件 140 件 18 件 730 件

⑥空家でない建物 441 件 59 件 4 件 504 件

⑦空家意向調査対象建物（空家または

空家と思われる建物）（⑤－⑥） 
131 件 81 件 14 件 226 件

※現地確認調査の結果、以下の建物等を空家候補から除外しました。 

 

 

 

 

 

 

下記は空家実態調査結果の全体を整理した表であり、空家意向調査では、「空家」48 件、

「空家ではない」79 件、回答が得られなかった「不明」99 件という内訳でした。 

■空家実態調査結果 

 
水道閉栓 

情報 

関係部署 

空家情報 
追加 合 計 

①実態調査の対象建物 1,345 件 140 件 － 1,485 件

②現地確認調査 572 件 140 件 18 件 712 件

③空家意向調査 131 件 81 件 14 件 226 件

結 

果 

空家 27 件 20 件 1 件 48 件

空家ではない 44 件 31 件 4 件 79 件

不明 60 件 30 件 9 件 99 件

※不明の合計 99 件には、宛先不明等による未配達 20 件を含む 

 

居住している住宅 新築・改築住宅 更地 農地転用 
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（２）実態調査結果のまとめ 

① 資料調査及び現地確認調査結果のまとめ 

 

Ⅰ．基本特性 

 

○建物の建築年について 

⇒旧耐震基準（1981 年・昭和 56 年）以前の建物が 6 割強と最も多く占め、倒壊危険度が

「高い」と判定された建物のほとんどは旧耐震基準のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○建物の構造について 

⇒建物構造は木造が最も多く、70％前後を占め、次いで鉄骨造が 15%前後です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○建物の用途について 

⇒居宅が最も多く、65％以上を占め、その他の用途は少ないものの、事務所、店舗、物置の

利用が比較的多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家 
 
 
 
 

意向調査対象 

空家 
 
 
意向 
調査 
対象 

空家 
 
 
意向 
調査 
対象 

■建築年次別状況 

■建築構造別状況 

■用途別状況 
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Ⅱ．意向調査対象空家 226 件の立地状況 

 

○意向調査対象の立地状況について 

⇒市街化区域が 89 件で 39％、調整区域が 137 件で 61％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○倒壊危険度「高い」建物の立地状況について 

⇒倒壊危険度が「高い」と判定された建物は、市街化区域が 6 件、調整区域が 23 件です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○意向調査対象空家の駅からの距離別状況について 

⇒徒歩圏である 1.5km 圏域内の立地件数は、幸田駅が 85 件で最も多く、次いで三ヶ根駅が

33 件、相見駅が 16 件、三河塩津駅が 6 件です。 

 

 

 

 

 

 

市街化区域, 
6件, 21%

調整区域, 
23件, 79%

■倒壊危険度「高い」建物の立地状況 

■意向調査対象空家の立地状況 

■意向調査対象空家の駅からの距離別状況 

市街化区域 
調整区域 
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Ⅲ．空家 48 件の立地状況について 

 

○空家の立地状況について 

市街化区域が 19 件で 40％、調整区域が 29 件で 60％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○空家の駅からの距離別状況について 

⇒徒歩圏である 1.5km 圏域内の立地件数は、幸田駅が 18 件で最も多く、次いで三ヶ根駅が

8 件、相見駅が 4 件、三河塩津駅がなしとなっています。 

 

 

   

 

市街化区域 

調整区域 

■空家の駅からの距離別状況 

■空家の立地状況 
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② 空家の所有者意向調査結果のまとめ 

 

Ⅰ．空家の現状について 

 

○建物を利用しなくなった理由について 

⇒転居、長期不在、相続したが使う人がいない、の合計で約 6 割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○建物を利用しなくなってからの経過年数について 

⇒10 年未満が約 7 割、10 年以上が約 3 割を占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○建物の維持管理について 

⇒庭の手入れ及び空気の入替えは半数以上が実施しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

転居したため

転勤、施設入所、入院等で長期不在のため

売地にしてあるが、購入者が見つからないため

取得したが住んでいない（使っていない）ため

相続により取得したが住む人（使う人）がいないため

相続人が決まらないため

借り主が退去又は見つからないため

建替えできない土地であるため

店舗・作業所として利用していたが、仕事を辞めたため

その他

無回答

■建物を利用しなくなった理由 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１年未満

１～３年くらい経過

４～５年くらい経過

６～１０年くらい経過

１１～２０年くらい経過

２１年以上経過

無回答

■建物を利用しなくなってからの経過年数

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

空気の入れ替えをしている

家屋内の掃除をしている

庭や畑の手入れ、草刈りをしている

郵便物の整理、施錠確認をしている

破損箇所の修理をしている

その他

何もしていない

無回答

■建物の維持管理状況 
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○維持管理の主体について 

⇒所有者及び所有者の家族・親族が９割以上を占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○維持管理で困っていることについて 

⇒手間がかかるが３割強、特に困っていないが 3 割弱を占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○建物の状況について 

⇒約 6 割がそのまま住め、約 4 割が大規模修繕・建替えが必要と回答しています。 

 

 

 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

いつでも住める（使える）状態

多少の修理を行えば、十分に住める（使える）状態

劣化が進んでおり、住むため（使うため）には大規模な修繕が必要

かなり劣化が進んでおり、建替え・解体が必要

その他

無回答

■建物の状況 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

所有者

所有者の家族・親族

近所の人

友人・知人（近所の人を除く）

専門業者

その他

無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

手間がかかる

維持管理費の負担が大きい

身体的・年齢的に大変

遠方に住んでおり移動が大変

管理者を探すのが難しい

権利関係が複雑なため難しい

特に困っていることはない

その他

無回答

■維持管理している主体 

■建物を利用しなくなった理由 
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Ⅱ．空家の活用等に向けて 

 

○建物の今後の利活用について 

⇒売却したい 35％、賃貸したい 23％、解体したい 21％、現状のまま自己管理したい 17％、

わからない 15％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利活用で困っていることについて 

⇒特に困っていない 35％、売却・賃貸先が見つからない 25％、解体費用が捻出できない 13％、

解体後の固定資産税が上がるのを懸念が 10％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行政への希望について 

⇒無回答 40％、不動産業者の情報（売却・賃貸）31％、解体・リフォーム費用補助 25％と

なっています。 
 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

住みたい、または貸したいが、リフォームや大規模修繕の費用が捻出できない

売却・賃貸先が見つからない

建物を解体したいが、固定資産税が上がるため解体できない

建物を解体したいが、解体費用が捻出できない

相続問題等で、権利者間で意見が一致しない

特に困っていない

その他

無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

自分や家族・親族で住みたい（新築、改築を含む）

セカンドハウスや別荘等として、時々利用したい

売却したい、または売却しても良い

賃貸したい、または賃貸しても良い

無償または低賃料でも地域のために貸し出したい

現状の利用のまま、自己管理したい

建物を解体したい、または解体しても良い

今後利用予定はないので、どうしたらよいかわからない

その他

無回答

■建物の今後の利活用 

■利活用で困っていること

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

売却・賃貸する場合の不動産業者等の情報

建物を管理してくれる業者の情報

不要な家具等を処分してくれる業者の情報

庭の樹木を剪定・伐採してくれる業者の情報

解体・リフォーム業者の情報

解体・リフォーム費用に対する補助

その他

無回答

■行政への希望 
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○空家バンク制度の登録について 

⇒登録したい、登録したくない（できない）が同数で 35％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○空家利活用のための情報提供について 

⇒希望するが 56％、しないが 33％を占めています。 

 

 

 

登録したい

35.4%

登録したくな

い（できない）
35.4%

その他

12.5%

無回答

16.7%

■空家バンク制度の登録 

情報提供

を希望す

る
56.3%

情報提供

を希望しな

い
33.3%

無回答

10.4%

■空家利活用のための情報提供 
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③ 空家 48 件の分布と所有者意向 

空家 48 件は、町内に比較的分散して分布しています。空家の所有者は、建物の売却や賃

貸を希望する人が多い一方、空家バンクの制度については、「登録したくない（できない）」

と回答した人が約 35％となっていることから、空家バンク制度への理解や普及啓発に向け

た取組みが必要です。 

 

 

 

 

 

■空家 48 件の分布状況 
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④ 空家意向調査において「不明」であった建物 

空家意向調査で回答がなく「不明」であった 99 件は、空家の可能性があり、「空家」と同

様、町全域に分布しています。 

このうち、市街化調整区域では崩壊危険度の「高い」建物が多い一方、市街化区域では大

規模な修理をしなくても使用できそうな建物が比較的多く見られたことから、このような状

況に応じた対策を検討する必要があります。 

 

 

 ■空家意向調査で「不明」であった建物 99 件の分布状況 
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 ３．空家に関する課題  

空家等の実態調査結果等より、本町における空家に関する課題を整理します。 

（１）空家等の発生予防・抑制に対する課題 

平成 25 年の住宅・土地統計調査における本町の空家率は 8.0％であり、全国 13.5％及び

愛知県 12.3％を大きく下回っていますが、高齢化の進展により高齢夫婦世帯及び高齢単独世

帯が年々増加していることから、今後、空家の発生が増加することは確実と予想されます。 

このため、高齢夫婦世帯及び高齢単独世帯等を対象に空家とならないよう事前の準備を促

すために相続手続きや税制措置（空家住宅の譲渡所得特別控除等）等の周知啓蒙を図る必要

があります。 

（２）空家等の適切な管理に関する課題 

空家意向調査において、建物の維持管理は、庭の手入れ及び空気の入れ替えなどを、主に

所有者及び所有者の家族・親族が実施していますが、手間がかかることが指摘されています。

また、建物の状況としてはそのまま住めるものもあると思われますが、大規模修繕・建替え

が必要なものも見られることから、所有者等に対する空家等の適切な管理に向けた相談体制

や支援制度の充実、周知を図る必要があります。 

（３）空家等の利活用に関する課題 

空家意向調査において、空家の今後の利活用としては「売却したい、賃貸したい、解体し

たい」など、空家を処分したい旨の意向が強く見られます。一方で、空家バンク制度への理

解がまだ十分でないため空家バンクの登録を希望しない人も見られることから、既存ストッ

クの有効活用に向け、空家バンク制度理解に向けた情報提供等を十分に行う必要があります。 

本町の空家は、市街化区域及び市街化調整区域の広範に立地していることから、個々の立

地特性に応じた空家等活用促進策や地域での空家等の活用支援などを図る必要があります。 

また、空家を所有し困っていることとして、解体費用が捻出できない、解体後の固定資産

税が上がるのを懸念しているなどが挙げられており、行政への希望としては、解体・リフォ

ーム費用の補助、解体・除去に向けた情報提供などとなっていることから、跡地等の活用を

含め、これらに対応した支援制度の充実や情報提供を図る必要があります。 

（４）特定空家等の対応に関する課題 

特定空家等は、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく

景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切で

ある状態にあると認められる空家等」であり、これら特定空家等としての判断基準や指導等

の具体的な手続きについて定める必要があります。 

（５）空家等対策の推進に関する課題 

空家等の対策は多岐にわたるため、庁内の組織体制の充実や専門家や地域住民等との連携

による推進体制を構築する必要があります。また、空家等の所有者等に関する情報管理と適

切な情報発信を行うため、空家実態調査結果や相談窓口対応結果等について、随時データベ

ースの更新を行う必要があります。 
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第３章 空家対策・適切管理の方針及び空家対策の 

取組体制と取組みの検討 
 

 １．計画の基本的事項  

（１）対象とする地域 

実態調査で特定された空家及び空家の可能性がある建物は、本町全域に分布していること

から、本計画は本町全域を対象とします。 

（２）対象とする空家等の種類に関する検討 

本計画で対象とする空家等は、法第２条１項に規定する「空家等」で、建築物又はこれに

附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその

敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）だけでなく、空家の可能性がある建物や一部

空き店舗を含む建物についても、計画の対象とします。 

（３）計画期間 

計画期間は、平成 30 年度から平成 34 年度までの５年間とします。 

（４）計画の位置づけ 

本計画は、法第６条第１項に基づき策定するもので、第６次幸田町総合計画や関連計画と

の整合を図ります。 

 

■本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

第６次幸田町総合計画 

～人と自然と産業の調和～ 

みんなでつくる 元気な幸田 〇幸田町都市計画マスタープラン 

～人と自然を大切にする緑住文化都市～ 

    ・土地利用 

    ・市街地整備 

    ・景観形成 

    ・防災 など 

〇幸田町まち・ひと・しごと総合戦略

・人口増加維持（さらなる成⻑）と 

  地域活性化 

〇こうた建築減災プラン 

 （幸田町建築物耐震改修促進計画） 

【関連計画】 

幸田町空家等対策計画 

整合 

整合

空家等対策の推進 

に関する特別措置法 

【上位計画】 
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 ２．基本方針  

（１）目指すべき姿（目標） 

 

 

 

 

 

第 6 次幸田町総合計画（平成 28 年 3 月策定）では、住み続けたいと思われるまちづくり

を進めることにより、若い世代の流入を中心として人口が増加すると考え、2025 年度（平

成 37 年度）の目標人口を 42,000 人、将来の目標人口を 50,000 人としています。 

幸田町都市計画マスタープラン（平成 22 年 3 月策定）においては将来の目標人口の実現

に向け、「環境と共生したコンパクトな市街地形成」をまちづくりの理念に掲げ、３駅プラス

１の都市拠点を中心とした都市構造の構築と、「市街地の居住環境の改善」及び「集落地の生

活環境の改善」等により快適な居住環境の形成を図るものとしています。 

今後も人口が増加し、他都市と比べ空家等が少ない本町においても、高齢化の進展等によ

り、空家等の増加が予想されます。 

空家等が放置されると、災害時に倒壊などの危険性があるとともに、不審者の侵入や放火

など犯罪の誘発による治安の悪化、ゴミの投棄などによる環境悪化、コミュニティの活力低

下といった悪影響を与えます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして空家等が特定空家等に指定されると、所有者にかかる税負担も大きくなることから、

適切な管理により特定空家等の発生を予防するとともに、将来の人口増加の受け皿となる住

宅地等として、空家等を積極的に活用することで環境と共生したコンパクトな市街地形成に

寄与し、市街地の居住環境及び集落地の生活環境の維持向上を目指すものとします。 

 

防犯・防災 衛生 

景観 コミュニティ 

空家等が及ぼす生活環境への主な悪影響 

■目指すべき姿（目標）： 

市街地と集落地の良好な生活環境の維持向上 

～空家等の適切な管理と利活用の推進～ 
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（２）基本方針 

「目指すべき姿」の実現に向けて、空家等に関する 5 つの視点（①予防、②管理、③利活

用、④特定空家等への対応、⑤対策の推進）から、以下のように基本方針を設定します。 

■基本方針 

空家等に 

関する視点 
基本方針の内容 

①予防 

●空家等の発生予防・抑制 

空家等の管理は、基本的には所有者等の責任において行われるべきものであ

り、所有者等に空家等の適切な管理を促すため、所有者意識のかん養や空家等

に関する理解の増進を図ります。こうした所有者等や空家等を持つ可能性があ

る人への普及啓発を通じて、空家等の発生を予防・抑制します。 

②管理 

●空家等の適切な管理 

管理が不適切なまま放置された空家等は、建物の老朽化により資産価値の低

下を引き起こすとともに、防犯・防災、衛生、景観等の面において周辺環境に

悪影響を及ぼすことを周知し、管理に関する所有者等の意識を高めるとともに、

管理や修繕に要する費用の助成や相談体制の構築による支援を行います。 

③利活用 

●きめ細かな利活用方策の提示 

空家等を地域資源として捉え、有効に活用するため、利活用施策や助成制度

等について町内外に情報を発信することで、移住者や定住者にとって住みやす

い活気あるまちづくりを推進します。 

空家等の利活用施策については、空家等の立地位置（市街化区域や市街化調

整区域等）、用途（住宅、店舗等）及び老朽化の状況等を加味した検討を行うと

ともに、利活用の促進に向けた取組体制を整備します。 

④特定空家等

への対応 

●特定空家等の判断と対応 

特定空家等の判断については、国が示すガイドラインに準拠することで適切

に行うとともに、本町の特性や空家等の立地特性を踏まえたものとするため、

幸田町空家等対策協議会に諮りながら判定を行うものとします。 

そして、十分な協議を経て特定空家等に判定された建物については、必要な

措置を講ずるための具体的な手続きを定めます。 

⑤対策の推進 

●適切な情報整理と情報共有及び連携体制に基づく対策の推進 

空家等の対策については、上記に挙げた①予防、②管理、③利活用、④特定

空家等への対応といった様々な視点からの取組みに対応するため、庁内外にお

ける相談体制の充実を図ります。 

現時点では空家になっていなくても、時間の経過とともに空家になるケース

が高齢化に伴い増えていくことから、継続的な空家等実態調査を行うとともに、

空家等に関する情報のデータベースの作成・更新を行い、空家等の対策に活用

します。 
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 ３．基本方針に基づく具体的な対策  

（１）空家等の発生予防・抑制に関する対策 

① 空家等に関する相談会やセミナーの開催 

高齢者等を対象とした相続や税制等に関する相談会やセミナ

ーを開催します。空家等は、所有者自身が様々なデメリット（税

負担の増大や相続に伴うトラブル等）を受けることになるため、

専門家等を招いて空家となる状況を未然に防ぐことの重要性を

周知するとともに、関係する各方面からの予防対策を紹介し、

理解を深めてもらいます。 

② 町ホームページやチラシ・パンフレット等による広報 

空家等に関する安全性や景観・環境に与える問題のほか、空家等の相談会開催情報、住宅

改修等の支援情報、適切な修繕・建替え方法等などの情報を住民に提供するため、町のホー

ムページやチラシ・パンフレット（P28～P29 参照）等を活用します。 

③ 区長会等を通じた周知や普及啓発 

区長会等による情報提供により、空家等発生予防の周知徹底

や啓発を行います。 

 

 

（２）空家等の適切な管理に関する対策 

① 日常的な点検及び補修に関する普及啓発 

空家等の大規模修繕や建替えは所有者の経済的負担が大きく、容易にできることではない

ため、一時的な空家等の維持管理を目的とした日常点検や補修に関する普及啓発を推進しま

す。 

② 修繕や建替えに関する相談体制や住宅改修支援の充実 

今後、大規模修繕や建替えを検討するケースが

増えてくると予想されるため、費用対効果の高い

現実的な方法など改修や建替えに関する相談体

制を整備するとともに、住宅改修を支援するため

の各種制度を検討します。 

③ 空家等に関する情報発信等 

毎月開催される区長会の定例会等において、適切な空家等の管理を啓発するチラシ等によ

る情報発信に取組みます。 
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■パンフレットの活用による普及啓発 
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（３）空家等の利活用に関する対策 

① 空家等及び跡地の活用方策 

空家等及び跡地の活用については、空家等に関する情報発信や関連団体との連携など、具

体的な方針や手段について検討します。 

■空家等及び跡地の活用方策における主な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 空家等の流通促進 

空家・空地等の流動性を高め、有効活用を推進するため、「全国版空き家・空き地バンク」

の構築が国により進められており、本町も全国版空き家バンクへの参画を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国版空き家・空き地バンクの導入効果を踏まえ、町独自のバンク制度の取組みも検討し

ます。 

 

ア 把握している空家等に関する情報を、その所有者の同意を得た上でインターネットや宅

地建物取引業者の流通ネットワークを通じて広く外部に提供する。 

イ 空き家バンク等の空家等情報提供サービスにおいて、宅地建物取引業者等の関係事業者

団体との連携を強化する。 

ウ 市場での流通が難しい空家等や跡地については、地域住民のニーズを踏まえた、活用方

策を検討する。 
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○ 全国版空き家・空き地バンクの構築イメージ 

国土交通省は、「全国版空き家・空き地バンクの構築運営に関するモデル事業」の事業者と

して「LIFULL HOME’S 空き家バンク」及び「アットホーム株式会社」において、各地方

自治体が保有する空き家・空き地の情報と、全国の消費者や多様なニーズとをマッチングす

るための「空き家・空き地バンク」の構築を開始しています。 

 

■LIFULL HOME’S 空き家バンクの構築イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アットホーム株式会社の物件登録・公開イメージ 
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③ 空き地・空き店舗の利活用の促進 

これまでにも空き地・空き店舗の利活用促進は、市街化区域の駅周辺などで進められてき

ましたが、今後は防犯・防災やまちの賑わい再生といった「開業・創業支援」や「建物等の

解体・改修費用への支援」等を「空家等の対策」としての観点からも進めていきます。 

全国的な空き店舗等の利活用事例としては、「チャレンジシ 

ョップ」「開業・創業支援」「家賃補助」「空き店舗等の情報提

供・斡旋」「コミュニティスペースの設置」「空き店舗をイベ

ント広場として活用」などがあり、商工会と連携したまちづ

くり会社が、事業を運営しているところもあります（右写真；

大分市の「まちなか出店サポートセンター」）。 

 

■各地商工会議所が実施している空き地・空き店舗対策の取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本町では、空き店舗の利活用を促進する中で、まちの活気を取り戻し、安心安全なまちづ

くりを推進するため、関連する補助金（「幸田町産業活性化支援事業補助金」下表参照）等の

活用や、国による空き店舗の利活用に関する補助事業（経済産業省中小企業庁の地域商業自

立促進事業補助金等）の活用を広めるとともに、まちづくり等と関係した組織との連携を積

極的に進めます。さらに、人口増加の元気な町を象徴する商店街の賑わいを取り戻すために、

空き店舗の所有者に対する意識向上や関連する各種取組の実施に努めていきます。 

 

■幸田町産業活性化支援事業補助金交付金要綱（一部抜粋） 

 補助対象経費等 補助率等

２　商工観
光業活性化
プロジェク
ト支援事業

（５）空き
店舗等活用
事業

空き店舗等に入店するために要する
改装費（内装工事費、外装工事費、
設備工事費）、備品購入費（汎用性
が高く、使用目的が事業のためであ
ることが特定できないものは対象
外）その他町長が適当と認める経費

（１）幸田町が単独で補助するときは、
事業費の２分の１以内。ただし、限度額
は、５０万円とする。
（２）国、県等の補助があるときは、当
該補助の補助額を控除した事業費の２分
の１以内。ただし、限度額は、５０万円
とする。

補助区分

資料：幸田町 
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④ 地域特性等に対応した空家等及び除却した跡地の利活用の促進 

空家等の中には、地域交流や地域活性化、福祉サービスの拡充等の観点から、所有者等以

外の第三者が利活用することにより、地域貢献などに有効活用できる可能性のあるものも存

在します。例えば、地域の集会所、井戸端交流サロン、介護関連施設、子育て支援施設など

が考えられます。 

また、今後増加が予想される高齢者や低額所得者などの「住宅確保要配慮者」の住まい確

保のため、空家等を賃貸住宅として活用する「住宅セーフティネット」（下図参照）の構築に

向けた取り組みを検討します。 

空家等及び除却した跡地については、市街地及び集落地に合った対応策や UJI ターン者向

けの対策など、地域特性等に配慮した利活用施策を検討する必要があることから、空家等の

実態調査における意向調査結果等を踏まえて検討し、きめ細かな対応に努めます。 

また、特定空家等問題のある空家等に対しては、不動産業者による情報提供（売却・賃貸）

や、解体・リフォーム費用の補助、解体・除去に向けた情報提供などにより、解体撤去等の

促進を図ります。 

 

■「住宅セーフティネット」に関する資料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省住宅局 



34 

 

 

⑤ 建物評価（インスペクション）等に関する普及啓発 

既存住宅の市場が十分でないことが、空家等の利活用において課題となっていることから、

既存住宅の品質について現況把握する建物評価（インスペクション）や、購入物件の瑕疵保

証を目的とした既存住宅瑕疵担保保険、住宅の性能等の判断の目安となる住宅性能表示や住

宅履歴情報制度等の既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた取組や支援等に関する普及

啓発、情報提供等に努めます。 

 

■「既存住宅インスペクション・ガイドライン」での検査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省、平成 25 年 

 

⑥ 空家等及び除却した跡地の利活用の促進のための体制の整備 

空家等の利活用に係る用途変更においては、建築基準法、都市計画法、景観法、消防法、

旅館業法等の関係法令を遵守する必要があります。 

また、空家等の利活用を促進するため、庁内関係部局や関係団体等との連携体制を整備す

るほか、利活用施策については、空家等対策計画の実施に関する課題であることから、その

検討を行う場として協議会を積極的に活用します。 
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（４）特定空家等への対応に関する対策 

① 特定空家等の判断基準について 

ア 参考とする基準書 

特定空家等の判断基準については、国が示す「『特定空家等に対する措置』に関する適切

な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を基に定めます。 

なお、判定に際しては、幸田町空家等対策協議会に諮りながら、対象物件の個別状況を

踏まえつつ、総合的に判断していきます。 
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イ 特定空家等の判断基準 

特定空家等は、法第２条第２項において、以下のように定義されています。 

■特定空家等の定義 

 

 

 

 
 

 

町では、現地での外観調査及び法第 9 条に基づく立入調査の際の特定空家等の判断基準

として、「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイ

ドライン）」にある「特定空家等の判断の参考となる基準等」を原則としていきます（P38

～P41 に一部抜粋を掲載、資料編に全文を掲載）。 

また、特定空家等を具体的に判断するための調査票（資料編に様式を掲載）を作成し、

現地調査を実施します。この調査結果を基本的な情報としつつ、特定空家等の判定を行い

ます。 

この調査票は、上述のガイドラインに記載されている項目のうち、敷地や建物内への立

ち入りが必要な項目を除いた項目を参考に作成しており、「建物等の基本情報」「空家判定

情報」「老朽・危険度判定票」から構成されています。この中で、「老朽・危険度判定票」

は、「建築物の傾斜」「基礎の状況」「外壁の状況」「屋根の状況」について A～E の 5 段階

評価をしており（Ｐ37 参照）、これらの結果を特定空家等の判定に活用します。 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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■特定空家等を判断するための調査票 
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■特定空家等の判断の参考となる基準等 

①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」 であるか否か

の判断に際して参考となる基準 

原則として、以下の１．（１）若しくは（２）又は２．に掲げる状態（将来そのような状態

になることが予見される場合を含む。）に該当するか否かにより判断する。 

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。 

（１）建築物が倒壊等するおそれがある。 

以下のイ又はロに掲げる事項に該当するか否かにより判断する。 

イ 建築物の著しい傾斜 

・部材の破損や不同沈下等の状況により建築物に著しい傾斜が見られるかなどを基に総合

的に判断する。 

ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等 

(ｲ) 基礎及び土台 

・基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているか否か、腐食又は

蟻害によって土台に大きな断面欠損が発生しているか否か、基礎と土台に大きなずれ

が発生しているか否かなどを基に総合的に判断する。 

(ﾛ) 柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 

・構造耐力上主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形

又は破損が発生しているか否か、腐食又は蟻害によって構造耐力上主要な柱等に大き

な断面欠損が発生しているか否か、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断する。

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 

(ｲ) 屋根ふき材、ひさし又は軒 

・全部又は一部において不陸、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、緊結金具に

著しい腐食があるか否かなどを基に総合的に判断する。 

(ﾛ) 外壁 

・全部又は一部において剥離、破損又は脱落が発生しているか否かなどを基に総合的に

判断する。 

(ﾊ) 看板、給湯設備、屋上水槽等 

・転倒が発生しているか否か、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、支持部分の

接合状況などを基に総合的に判断する。 

(ﾆ) 屋外階段又はバルコニー 

・全部又は一部において腐食、破損又は脱落が発生しているか否か、傾斜が見られるか

などを基に総合的に判断する。 

(ﾎ)門又は塀 

・全部又は一部においてひび割れや破損が発生しているか否か、傾斜が見られるかなど

を基に総合的に判断する。 

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 

擁壁の地盤条件、構造諸元及び障害状況並びに老朽化による変状の程度などを基に総合

的に判断する。 
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【参考写真】 

①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」 であるか否かの判断
に際して参考となる基準 

 
1.（1）イ 建築物の著しい傾斜の例     ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等の例 

 

 

資料：「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」平成 23 年 12 月、国土交通省住宅局 

外壁の仕上材の一部がはがれ、 
下地が露出している 

柱、はりの破損や変形が著しく、 
崩壊の危険性が高い 

軒の裏板、たる木等が腐朽し、 
軒が垂れ下がっている 

柱の変形が著しく、崩壊の危険がある 

■「不同沈下」とは… 

特定空家等の中には、建築年が古く、長年放棄されていたり、地盤条件などが原因となり、

「不同沈下」を起こしているものがあります。「不同沈下」とは、建物が不揃いに沈下を起

こすことで、家が斜めに傾くような状態のことです。 

「不同沈下」が起こると、建物の構造を支える 

部材が平行四辺形や台形にゆがみ、荷重が一ヵ所 

に集中することがあります。また、窓から雨が吹 

き込んだり、ドアやサッシの鍵が掛けられないこと 

などにより、部材の腐食が進み、耐震性能も低下 

することになります。 

（２）（イ）屋根ふき材、ひさし又は軒の例    （ロ）外壁の脱落の例 
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②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 であるか否かの判断

に際して参考となる基準 

原則として、以下の（１）又は（２）に掲げる状態（将来そのような状態になることが予

見される場合を含む。）に該当するか否かにより判断する。 

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、以下のような状態にあるもの 

例：浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活

に支障を及ぼしている。 

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下のような状態にあるもの 

例：ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼ

している。 

 

③「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」 であるか否

かの判断に際して参考となる基準 

原則として、以下の（１）又は（２）に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。 

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態

となっているもの 

例：地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。 

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態であるもの 

例：屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。

 

④「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」である

か否かの判断に際して参考となる基準 

原則として、以下の（１）、（２）又は（３）に掲げる状態に該当するか否かにより判断す

る。 

（１）立木が原因で、以下のような状態にあるもの 

例：立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散ら

ばっている。 

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、以下のような状態にあるもの 

例：多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしてい

る。 

（３）建築物等の不適切な管理等が原因で、以下のような状態にあるもの 

例：門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状

態で放置されている。 

 

※「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」 

における判断基準の一部抜粋（全文は資料編に掲載） 



41 

 

【参考写真】 

②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 であるか否かの判断に際し
て参考となる基準   
（2）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの集積した空家 

資料：「地方公共団体の空き家対策の取組事例」平成 29 年 12 月、国土交通省住宅局 

ごみによる臭気がある空家（苦情あり）

周囲の景観を損なっている空家 動物等が棲みついている空家 

③「適切な管理が行われていないことにより 
著しく景観を損なっている状態」であるか 
否かの判断に際して参考となる基準 
  
（２）周囲の景観と著しく不調和な状態の例 

④「その他周辺の生活環境の保全を図るために 
放置することが不適切である状態」であるか 
否かの判断に際して参考となる基準 
  
（２）動物等が棲みついている例 
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② 特定空家等に対して必要な措置を講ずる際の具体的な手続き等に関する検討 

特定空家等に対して行政執行を行うまでの手続きを以下のように定めます。 
 

■特定空家等に対して必要な措置を講ずる際の具体的な手続き等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（改善等する意思がない、実行されない場合） 

⇒ 判断基準に合致するかどうかの
検査 

⇒ 審議（庁内での点数評価、地元
情報等）、特定空家等に関係する
権利者との調整 

⇒ 幸田町空家等対策協議会による
総合的な判断（国のガイドライ
ンに基づく客観的な調査結果を
踏まえ、個別案件ごとに検討）

（特定空家等の状態が解消されない場合） 

⇒ 所有者等が空家等の管理不全な
状態を解消した場合には措置終
了 

⇒ 住宅用地特例の解除 

⇒ 命令内容を示した標識の設置な
ど 

（正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合）

（措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行
しても定められた期限までに完了する見込みがない場合） 

5．幸田町空家等対策協議会での特定空家等に関

する意見聴取 

6．特定空家等の所有者等への助言又は指導 

（法 14 条１） 
（1）特定空家等の所有者等への告知 

（2）措置の内容等の検討 

7．特定空家等の所有者等への勧告 

（法 14 条２） 
（1）勧告の実施 

（2）関係部局への情報提供 

8．特定空家等の所有者等への命令 

（法 14 条３～８） 
（1）所有者等への事前の通知（法 14 条４） 

（2）所有者等による公開による意見聴取の請求（法 14 条５）

（3）公開による意見の聴取（法 14 条６～８） 

（4）命令の実施 

（5）標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法に

よる公示（法 14 条 11・12） 

9．特定空家等に係る行政代執行（法 14 条９）
（1）実体的要件の明確化 

（2）手続的要件（行政代執行法３条～６条） 

（3）非常の場合又は危険切迫の場合（行政代執行法３条３） 

（4）執行責任者の証票の携帯及び呈示（行政代執行法４条） 

（5）代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

（6）費用の徴収（行政代執行法５条・６条） 

１．特定空家等の可能性があるものの抽出 
以下のことが認められるもの 

①著しく危険な状態にある、 

②著しく衛生上有害となるおそ

れがある 

③著しく景観を損なっている 

④周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切

である 

2．所有者等の特定／所有者等への通知等 

（空家等の状況通知、除却、修繕、改善などの措置の指
導等） 

3．立入検査（法９条２～５） 

4．特定空家等の判断 

諮問 

助言 

幸

田

町

空

家

等

対

策

協
議

会
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（５）空家等対策の推進に関する対策 

① 空家等の相談への対応 

本町では、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に関する周辺住民の苦情など、各種の相談

に幅広く対応するため、都市計画課に窓口を設置し、ワンストップで対応を図ります。 

また、空家等の発生予防や適切管理、利活用等を促進するため、事業者・専門家と連携し

た空家等相談会やセミナーを定期的に開催します。開催にあたっては、区長会等の情報によ

る空家等の所有者や高齢単身世帯等を対象とすることで、空家等の発生抑制や空家に関する

諸問題の早期解決につなげます。 

なお、空家等の具体的な売買・貸借や利活用について、専門知識等が必要と考えられる場

合には、適切な専門家等への橋渡しに努めます。 

② 空家等に関する対策の推進体制 

ア 庁内での推進体制 

空家等の対策に関係する事項は多岐にわたるため、各課の役割分担を下記のように定め、

都市計画課を総合窓口として、空家等の予防保全・利活用・特定空家等対応の各局面にお

いて迅速な対応ができるよう体制を整備します。 
 

■空家等対策推進体制を構成する課 

課名 空家等対策に関係する事項 

総務課 ・行政区等地域情報集約に関すること 

税務課 
・調査依頼に基づく所有者情報の提供に関すること 

・住宅用地特例の解除に関すること 

防災安全課 ・防災・防犯に関すること 

福祉課 
・高齢世帯（高齢単身・夫婦のみ世帯等）や低所得者等の住宅確保要配慮

者の住まいに関すること（住宅セーフティネット） 

環境課 ・草刈り、ゴミ処理、害虫駆除等の指導に関すること 

産業振興課 ・店舗等の利活用に関すること 

水道課 ・水道使用者情報に関すること 

土木課 ・道路管理に関すること 

予防防災課 ・火災予防に関すること 

都市計画課 

【総合窓口】 

・空家等対策計画に関すること 

・空家等対策協議会及び担当者会議の運営に関すること 

・法的な措置・管理指導・情報の集約及び利活用など全般に関すること 
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特定空家等としての対応

は不要と判断した場合

■空家等対策の主な内容と対応課  

・町民等からの相談や通報等／区長等からの報告 

・各課が有する情報の提供 

・空家等相談総合窓口（都市計画課への情報の集約・一括管理） 

・空き店舗の利活用等の情報共有（産業振興課、予防防災課、都

市計画課等） 

・現場確認等（状況聴取／現地確認／近隣へ

の聞き取り調査） 

・水道の使用状況の調査 

・所有者などの調査（不動産、商業登記簿情報／固定資産

税情報／戸籍及び住民票情報） 

・追跡調査（相続人調査／

関係機関への照会） 

・緊急安全措置※１

・特定空家等の対応（助言・指導、勧告、命令、代執行）※２ 

・空家、空き店舗等の利活用方策に関する町民への普及啓発等 

・関係機関との連携強化／補助制度等の紹介 

・空家等の所有に伴うデメリットに関する町民への普及啓発等 

（相談会やセミナー等の開催、パンフレット配布等） 

・区長会等による情報提供の支援等 

空家等の疑いがある場合 

適切な管理が行われ

ていない空家の場合 

所有者等が確定

できない場合 

危険な状況

が切迫して

いる場合 

・空家バンク制度の構築と運用 

・関係機関等からの助言の要請 

・利活用できる空家等の整理及び

具体的な利活用方法の検討 

※１：空家等が適切に管理されていないことにより、人の生命、身体又は財産に危険な状態が切迫しているとき（例：台風

などの災害時）、危険な状態を回避するために行う必要最小限度の措置 

※２：特定空家等に対して必要な措置を講ずる際の具体的な手続き等（P42）を参照 

※３：都市計画課は、空家等対策に関する総合窓口としての役割を果たすとともに、関係課との連携・調整等を行う。 

対策の内容 

空
家
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
情
報
入
力
等 

適切な管理が行われ 

ている空家の場合 

・所有者等への日常的な管理の普及啓発 

・所有者等への状況改善の要請 

（電話・文書等による個別指導含む） 

改善の見込みが乏しい場合 

空家等の疑い 

がない場合 

所有者等が確定できた場合 

改善状況にある場合 

特定空家等として対応を進める 

・特定空家等としての対応 

①担当者会議での対応検討 

②空家等対策協議会にて意見聴取

主に対応する課 
 

総務課 

福祉課 

産業振興課

 
 
 
 
関係各課 

 

 

産業振興課

福祉課 

環境課 

 

 
 
 
 
 
 

総務課 

土木課 

防災安全課

予防防災課

福祉課 

税務課 

  
税務課 

水道課 

産業振興課

予防防災課

都
市
計
画
課
【
総
合
窓
口
】 ※3 

対策の分類 

（
状
況
の
経
過
観
察
）

 

平時におけ

る町民や関

係者への普

及啓発等 

 

 

 

空家等に関

する情報の

収集 

 

 

 

 

 

 

 

空家等に関

する調査と

対応 

 

 

 

特定空家等

の措置 

・外観目視による調査 

・所有者等へのアンケート等による意向調査 

●対策   ：予防保全   ：管理   ：利活用   ：特定空家等対応   ：その他      
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イ 外部関係機関との連携による推進体制 

空家等の問題は、地域社会全体に関わる問題でもあることから、空家等対策を総合的に進

めるため、庁内組織での連携のみならず、下図に示すように地域住民（区長会等）や行政（岡

崎警察署等）、事業者・専門家とも連携した取組みを推進していきます。 

特に本町では、地域に密着した区長制度が浸透していることから、これを有効活用した空

家等に関する情報発信に努めることとします。 

 

■外部関係機関との連携による推進体制 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

■主な連携主体の役割の例 

●地域住民 

・区長会：空家の見回りや空家等情報について、地域コミュニティを活用した調査の実施 

●事業者・専門家 

・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士：相続に関する相談、財産の所有権移転手続きな

どの相談に関すること 

・宅地建物取引士：建物の売買、貸借等の相談に関すること 

・不動産関係の事業者：所有者等の空家等有効活用相談・空家情報バンクの充実に関すること 

・建設関係の事業者：空家等の解体や改修の相談などに関すること 

・建築士：老朽家屋の構造、建替えの必要性等の相談に関すること 

・ＮＰＯ法人、公益法人（幸田町シルバー人材センター等）：空家等の管理・点検を担う作業実施へ

の支援 

●行政 

・国・県：空家等対策計画策定に係るガイドライン等の提供、経済産業省中小企業庁等による補助

事業等の紹介 

・警察、消防（岡崎警察署、幸田町消防本部）：犯罪や放火など危険回避に関する措置 

 

地域住民 
区長会 など 

空家等の所有者 

事業者・専門家 
愛知県司法書士会 

愛知県宅地建物取引業協会 

愛知県建築士事務所協会 

NPO  など 

連携 

連携 

連携 

連携 

連絡
状況把握

見守り・働きかけ

助言・提案 相談 
依頼 

相談 
 

周知・支援 
助言・指導 

行政 
幸田町・愛知県・国 

 

岡崎警察署   幸田町消防本部 

（防犯）    （防火・防災） 
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ウ 協議会の役割 

協議会は法第 7 条に規定されており、本町においても幸田町空家対策協議会を設置してい

ます（資料編「幸田町空家等対策協議会設置要綱」参照）。幸田町空家等対策協議会の委員は、

町長、弁護士、宅地建物取引士、司法書士、土地家屋調査士、建築士、区長会長、商工会長

などから構成され、協議会では特定空家等の判断や運用の措置、空家等の利活用等について

検討します。 

③ 空家等に関する情報のデータベース化等 

空家等のデータベースを作成し、維持管理と定期的な更新を行います。データベースは、空

家となる可能性がある建物を含め、関係者で必要な情報が随時共有できるよう構築します。 

データベースの整備の結果として、所有者自らが対策を講ずるよう各種の取組を誘導します。 

なお、空家等の所有者が死亡されている場合には、法定相続人について調査をし、所有者等

の特定に努めます。これまで把握できなかった未登記家屋の所有者、現所有者、納税管理人、

送付先等については、法第 10 条に基づき固定資産税課税情報を必要な限度において利用し、

所有者が不明の場合には、財産管理人制度を活用するなど適切な対応を検討します。 

また、地域住民と連携した取り組みを行うため、毎年交代する区長とのデータの引き継ぎや

管理を適切に行います。 

④ 空家等実態調査の実施 

空家等の状況は、社会情勢や高齢化の進展等とともに変化することから、その実態調査を継

続的に行います。 

平成 28 年度に実施した空家意向調査において、「不明」とされた対象建物（99 件）につい

ては、追跡調査を実施し、空家判定を行います。 

なお、平成 28 年度に実施した町全体の網羅的な実態調査は、今後の空家等の発生状況や所

有者等の意向把握状況等を踏まえ、必要に応じて実施することとします。 
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ア 平成 28 年度の空家意向調査で「不明」とされた対象建物の追跡調査 

空家意向調査では、空家と特定された建物だけでなく、空家意向調査で「不明」とされた

建物も空家の可能性があることから、下に示す対応により継続的な調査を行っていきます。 

 

■空家意向調査で「不明」とされた対象建物の追跡調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 29 年度】 

【平成 30～31 年度】 

【平成 28 年度】 空家意向調査で「不明」と

された対象建物（99 件）

未返信（79 件） 

意向調査実施（再）

返信なし 

本人聞き取り調査※２

空家判定 

（ＥＮＤ） 

周辺聞き取り調査

利用実績なし 利用実績あり 

空家でないと判定

（ＥＮＤ） 

所有者等調査※１ 

未配達 返信あり 

※１所有者等調査：不動産登記簿、固定資産税課税情報、住民基本台帳等から、所有者・管理者の

連絡先（住所、電話番号等）を確認する。 

※２本人聞き取り調査：周辺聞き取り調査において、利用実績なしと確認された建物所有者等に対

して、電話または訪問による聞き取り調査を行う。 

未配達（20 件） 
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イ 町全体の空家実態調査 

本計画の改定時期や空家等の発生状況、所有者等の意向把握状況等を踏まえ、必要に応じ

て実態調査を実施します。 

 

■空家実態調査フロー 

 

 
【空家実態調査】 

ア 空家等の抽出調査 

・水道閉栓情報（水道閉栓６ヶ月経過） 

・関係部署空家情報（消防署・自治会報告） 

※いずれも平成 28 年度（前回）実態調査以降のもの

を対象 

イ 空家の絞り込み調査 

・航空写真等から現地確認調査が不要となるもの（集

合住宅、非建ぺい地等）を除外 

ウ 現地確認調査 

・調査票及び現地調査用マニュアルに基づき、空家候

補地を抽出 

エ 空家意向調査 

・空家意向調査により、空家を抽出（返信なし、未配

達の場合は追跡調査を実施） 

オ フォロー調査 

・平成 28 年度（前回）空家意向調査において、「空

家ではない」と回答された方への利用状況の確認 

空家等対策計画の改定 
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４．計画の効果検証及び進行管理  

（１）計画の効果検証 

本計画の基本方針において、目指すべき姿として掲げた「市街地と集落地の良好な生活環境

の維持向上～空家等の適切な管理と利活用の推進～」の実現に向けた取組状況を検証するため、

以下に示す評価指標を設定し、進捗状況の把握と評価を行います。 

 
■評価項目と目標値 

評価項目 目標値 備考 

空家の適切な管理等に向けた広報 
５回／計画期間 

（１回／年） 

・平成 27 年 12 月 1 日

広報掲載 

空家の適切な管理等に関する HP 掲載 ３回／計画期間  

空家の適切な管理等の普及啓発パンフレッ

ト等の発行 
２回／計画期間  

専門家による空家対策セミナー・相談会等の

開催 

５回／計画期間 

（１回／年） 
 

 

 

（２）計画の進行管理 

計画の進行管理は、マネジメントシステムの考え方に基づき、ＰＤＣＡサイクルを用いて評

価を行います。 

評価は、幸田町空家等対策推進担当者会議（庁内会議）において、先に定めた評価項目の目

標値の達成状況を把握するとともに、空家等に対する相談状況・問題・課題を確認し、施策の

見直しや追加、各部署の対応について検討を行い、幸田町空家等対策協議会にて協議し、対応

方針を定めます。 
 
 

■ＰＤＣＡサイクルにおける計画の進行管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＤＯ（実行） 

●施策・事業の実施 

●空家等継続調査 

ＡＣＴＩＯＮ（見直し） 

●施策・事業の見直し・追加 

●空家等対策計画の見直し 

ＣＨＥＣＫ（点検・評価） 

●評価項目の進捗状況の把握 

●空家等の相談状況・問題把握 

PＬＡＮ（計画） 

●空家等対策計画の策定 

●施策・事業化の具体化 
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幸田町空家等対策計画については、これらの結果及び住宅・土地統計調査や空家実態調査結

果、上位関連計画の状況等を踏まえ、5 年毎に見直しを行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等対策計画の見直しスケジュール 

 
H28 年度

(2016)

H29 年度 

(2017) 

H30 年度

(2018)

H31 年度

(2019)

H32 年度

(2020)

H33 年度 

(2021)

H34 年度 

(2022) 

H35 年度

(2023)

住宅・土地統

計調査（国） 
  

調査 

実施 
    

調査 

実施 

幸田町空家等

対策計画 
検討         

 
空家実態 

調査 
 

所有者 

等調査 
継続調査 継続調査 継続調査  継続調査 継続調査

上
位
関
連
計
画 

幸田町 

総合計画 
        

幸田町 

総合戦略 
        

幸田町 

都市マス 
        

幸田町 

耐震改修 

促進計画 

        

 

第 1 回 

実態調査

計画期間：H30～34 年度（H34 年度：見直し） 改訂実施 

計画期間：H28～37 年度 

計画期間：H27～31 年度 

目標年次：H42 年度（中間目標年次：H32） 

計画期間：H25～32 年度 

計画 

策定 

結果

公表

第２回

実態調査
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資料編 

 

１．上位計画の概要  

（１）第６次幸田町総合計画（2016～2025 年） 

○基本理念：「人と自然と産業の調和」 

○将来像：「みんなでつくる元気な幸田」 

○将来人口規模：2025 年度の目標 42,000 人、将来目標 50,000 人 

○基本目標 

①安全・安心「いのちと暮らしをまもるぞ」 

②環境「自然豊かに美しく」 

③産業振興「幸田から全国へ 世界へ」 

④健康・福祉「お年寄りまでみんなが元気」 

⑤教育・文化「きたえよう！こころとからだ」 

⑥協働・参画「みんなのちからで続くまち」 

 

（２）幸田町都市計画マスタープラン（2010～2030 年） 

○将来都市像「人と自然を大切にする緑住文化都市」 

○基本方針  

①まちにふさわしい都市構造の確立  

②快適に暮らせる居住環境の形成（「市街地の居住環境の改善」「集落地の生活環境の改善」等） 

③都市の発展を支える産業機能の育成  

④水と緑を活かした良好な都市環境の形成 

⑤町民すべてに安全・安心なまちづくり 

○土地利用の基本的な考え方（以下、本計画に関する事項のみを掲載） 

・駅を中心としたコンパクトな市街地形成  

・人口増加に対応する計画的な都市基盤の整備 

・駅周辺の商業・交通機能の強化  

・農地や森林・緑地の保全 

○その他の都市施設（福祉施設等）の基本的な考え方 

・利用者ニーズに対応した施設整備 

○市街地整備・開発の基本的な考え方 

・人口増加に対応する計画的な都市基盤の整備  

・無秩序な開発の防止 

○都市環境形成の基本的な考え方 

・無秩序な開発の防止 

○都市防災の方針 

・耐震化の促進など地震への対応 
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２．空家の現況 

（１）実態調査の実施状況 

 

■各段階での調査結果の概要及びフロー 

第１段階 空家等の抽出調査 

対象区域 幸田町全域 

対象空家 

項目 概要 件数 備考 

水道閉栓情報 

水道閉栓 6 ヶ月経過 958 件 平成 28 年 8 月 24 日入手 

使用水量 3 回連続ゼロ 387 件 〃 

計 1,345 件  

関係部署 

空家情報 
消防署・自治会報告 140 件 平成 28 年 10 月 3 日入手 

合    計 1,485 件  

調査期間 平成 28 年 8 月～平成 28 年 10 月 

調査方法 水道閉栓情報については、6 ヶ月以上使用されていなかったものを対象とした。 

 

 

 

第２段階 空家の絞り込み調査 

対象区域 幸田町全域 

対象空家 

項    目 水道閉栓情報 
関係部署 

空家情報等 
合    計 

①実態調査の対象建物 1,345 件 140 件 1,485 件

②現地確認調査が不要なもの 773 件 0 件 773 件

③現地確認調査対象建物（①－②） 572 件 140 件 712 件

調査期間 平成 28 年度 

調査方法 

航空写真等から現地確認調査が不要となるもの（重複、集合住宅、非建ぺい地等）を判別

した結果 773 件となった。1,485 件から 773 件を除いた 712 件を現地確認調査対象

建物とした。 

 

 

 

第３段階 調査票及び現地調査用マニュアル作成 

「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」に記載さ

れている項目のうち、敷地や建物内への立ち入りが必要な項目を除いた項目を参考に作成 
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第４段階 現地確認調査 

対象区域 幸田町全域 

調査期間 平成 28 年 10 月 17 日（月）～平成 28 年 11 月 17 日（木） 

対象空家 712 件 

調査方法 

・外観目視による判別調査・写真撮影（敷地内や建物内には入らない） 

・2～3 人／班を 2 編成で実施 

・身分証明証を携帯するとともに、腕章等を着用して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

現地確認 

調査建物 

・現地確認調査にて、空家の可能性がある建物が 18 件発見されたことから、これを追加

した 730 件を現地確認調査建物とした。 

現地確認 

調査結果 

現地確認調査の結果、以下の建物等を空家候補から除外した。 

・居住している住宅・店舗併用住宅 

・新築または改築建物で居住している 

・更地になっている 

・建物が解体済みで畑等になっている 

■空家以外と判定した例 

 

 

 

 

 

 

以上の結果、空家意向調査対象建物は 226 件となった。 

 

■現地確認調査結果のまとめ 

項    目 水道閉栓情報
関係部署 

空家情報等 
現地調査 合   計 

①実態調査の対象建物 1,345 件 140 件 － 1,485 件

②現地確認調査が不要なもの 773 件 0 件 － 773 件

③＝①－② 572 件 140 件 － 712 件

④現地調査で空家の可能性があると判

断したもの 
－ － 18 件 18 件

⑤現地確認調査対象建物（③＋④） 572 件 140 件 18 件 730 件

⑥空家でない建物 441 件 59 件 4 件 504 件

⑦空家意向調査対象建物（空家または

空家と思われる建物）（⑤－⑥） 
131 件 81 件 14 件 226 件

 

居住している住宅 新築・改築住宅 更地 農地転用 
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第５段階 意向調査 

調査期間 平成 28 年 12 月 15 日（木）～平成 28 年 12 月 26 日（月） 

対象者 現地確認調査において、空家または空家と思われる建物 226 件・219 名 

調査方法 

・アンケート調査票の郵送 

・発送は、「意向調査依頼文」、「空家に関する取組状況の周知（広報）」、 

「空家意向調査票」、「返信用封筒」の資料を同封した。 

意向調査 

結  果 

・最終的な発送者数 199 名のうち、返信数は 124 名（回収率：62.3％） 

・空家意向調査 226 件の内訳は、空家（建物を利用していない）が 48 件、空家ではな

い（建物を利用している）が 79 件あり、不明（返送なし）が 99 件であった。空家の

48 件については、今後の利活用等に向けた検討が必要となる。 

・空家ではない 79 件は、現時点では空家ではないものの、今後、空家になる可能性があ

ることから、動向を注視する必要がある。 

・不明の 99 件は、機を見て再度意向調査を行うなど、継続調査が必要である。なお、99

件のうち 20 件は所有者、管理者ともに宛名不明で未配達になったことから、税務課等

との調整のもと、連絡先の特定を行う必要がある。 

 

平成 28 年度に実施した空家等の実態調査の対象建物 1,485 件から現地確認調査を経て、空

家意向調査の対象が 226 件抽出されました。空家意向調査 226 件の内訳は、空家（建物を利

用していない）が 48 件、空家ではない（建物を利用している）が 79 件、不明（返送なし）

が 99 件ありました。 

■空家実態調査結果 

 水道閉栓 

情報 

関係部署 

空家情報 
追加 合計 

①実態調査の対象建物 1,345 件 140 件 － 1,485 件

②現地確認調査 572 件 140 件 18 件 712 件

③空家意向調査 131 件 81 件 14 件 226 件

結 

果 

空家 27 件 20 件 1 件 48 件

空家ではない 44 件 31 件 4 件 79 件

不明 60 件 30 件 9 件 99 件

※不明の合計 99 件に未配達 20 件を含む 
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（２）基本特性 

① 建築年次別状況 

空家及び意向調査対象ともに、

旧耐震基準（1981 年・昭和

56 年）以前の建物が 6 割強と

最も多く占めており、倒壊危険

度が「高い」と判定された建物

のほとんどは旧耐震基準となっ

ています。 

 

② 構造別状況 

空家及び意向調査対象ともに、

木造が最も多く、70％前後を占

めており、次いで鉄骨造が 15%

前後となっています。倒壊危険

度が「高い」と判定された建物

のほとんどは木造となっていま

す。 

 

  ③ 階数別状況 

空家及び意向調査対象ともに、

ほぼ２階までとなっており、倒

壊危険度が「高い」と判定され

た建物も２階までとなっていま

す。 

 

④ 登記床面積別状況 

空家及び意向調査対象ともに、

200 ㎡までが 80%以上を占め

ており、倒壊危険度が「高い」

と判定された建物もそうなって

います。 

 

⑤ 用途別状況 

空家及び意向調査対象ともに、

居宅が最も多く、65％以上を占

めています。その他の用途は少

ないものの、事務所、店舗、物

置の利用が比較的多くなってい

ます。倒壊危険度が「高い」と

判定された建物も、居宅が多く

なっています。 

 

空家

 

 

意向

調査

対象

空家

 

 

意向

調査

対象

空家

 

 

意向

調査

対象

空家

 

 

意向

調査

対象

空家

 

 

意向

調査

対象
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（３）意向調査対象空家 226 件の立地状況 

 ① 区域区分別 

区域区分別では、市街化区域が 89 件で

39％、調整区域が 137 件で 61％となって

います。 

倒壊危険度が「高い」と判定された建物は、

荻が多く 4 件、次いで幸田が 3 件となってい

ます。また、市街化区域が 6 件に対し、調整

区域が 23 件となっています。 

 

 

② 駅からの距離別状況 

徒歩圏である 1.5km 圏域内の立

地件数は、幸田駅が 85 件で最も多

く、次いで三ヶ根駅が 33 件、相見

駅が 16 件、三河塩津駅が 6 件とな

っています。 

距離別では、相見駅及び幸田駅が、

距離が遠くなるほど件数が増えるの

に対し、三ヶ根駅は、距離が近くな

るほど件数が多くなっています。 

 

 

③ インターチェンジからの距離別状況 

インターチェンジから 3km 圏域

内の立地件数は、幸田芦谷IC が155

件で最も多く、次いで幸田桐山 IC が

99 件、幸田須美 IC が 20 件となっ

ています。 

1km 圏域内の立地件数は、幸田芦

谷 IC が 19 件で最も多く、次いで幸

田桐山 IC が 5 件、幸田須美 IC が 3

件となっています。 

 

市街化区域 

調整区域 
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（４）空家 48 件の立地状況 

 ① 行政区界・区域区分別 

行政区では、芦谷が最も多く 9 件、次いで

坂崎が 7 件、岩堀、里がそれぞれ 6 件の順に

なっています。 

区域区分別では、市街化区域が 19 件で

40％、調整区域が 29 件で 60％となってい

ます。 

倒壊危険度が「高い」と判定された建物は、

芦谷が 2 件、その他は 1 件またはなしとなっ

ています。また、市街化区域が 2 件、調整区

域が 3 件となっています。 

 

② 駅からの距離別状況 

徒歩圏である 1.5km 圏域内の立

地件数は、幸田駅が 18 件で最も多

く、次いで三ヶ根駅が 8 件、相見駅

が 4 件、三河塩津駅がなしとなって

います。 

距離別では、幸田駅において、

500m 以内圏域の件数が 9 件と多

くなっています。 

 

 

③ インターチェンジからの距離別状況 

インターチェンジから 3km 圏域

内の立地件数は、幸田芦谷 IC が 32

件で最も多く、次いで幸田桐山 IC が

25 件、幸田須美 IC が 4 件となって

います。 

1km 圏域内の立地件数は、幸田芦

谷 IC が３件で最も多く、次いで幸田

桐山 IC が 2 件、幸田須美 IC が 1 件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

市街化区域 

調整区域 



58  

 

 ３．空家の所有者意向  

現地確認調査において、空家または空家と思われる建物 226 件・219 名を対象に、郵送に

て空家意向調査を行いました。（問 1～3 は割愛） 

■意向調査の発送・回収状況 

○発送 

・平成 28 年 12 月 15 日（木）に建物所有者 219 名に発送。 

（返信期限：平成 28 年 12 月 26 日（月）） 

・宛名不明により 25 名未配達となったため、管理者が明らかな 7 名について、 

平成 29 年１月 12 日（木）に再度発送。うち、2 名が未配達となったため、 

最終的な未配達は 20 名となりました。 

（再配達の返信期限：平成 29 年１月 25 日（水）） 

・従って、最終的な発送者数は以下のようになりました。 

・発送者数：199 名（＋未配達 20 名＝219 名） 

○返信数 

・返信数：124 名（127 件（3 名の方が 2 件所有）） 

・回収率：62.3％ 

 

  問４  建物の現在の利用状況について 

「物置や倉庫等として利用」が 48.8％、次いで「利用していない」が 37.8％、「仕事場や

作業場として利用」が 7.9％などとなっています。 

「その他の利用」６人の内訳は、「仏壇がある」が 2 人、「農業機械駐車場」、「短期借家（過

去に 1 年程）」、「宿泊」、「未記入」がそれぞれ１人となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の利用状況 実数(人) 比率(％)
自分や家族が住んでいる 6 4.7
仕事場や作業場として利用 10 7.9
物置や倉庫等として利用 62 48.8
住宅や物置等として貸している 6 4.7
その他の利用 6 4.7
すでに売却、譲渡または解体済み 0 0.0
利用していない 48 37.8
無回答 3 2.4

回答者数 127 100.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

自分や家族が住んでいる

仕事場や作業場として利用

物置や倉庫等として利用

住宅や物置等として貸している

その他の利用

すでに売却、譲渡または解体済み

利用していない

無回答
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【利用頻度について】 

 １．自分や家族が住んでいる 

「40 年以上」が 5 人で 83.3％、「3 年」が１人で

16.7％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 ２．仕事場や作業場として利用 

「ほぼ毎日」から「4 日に 1 回程度」までが 6 人で

60.0％、「2 か月に 1 回程度」から「半年に 1 回程度」

が 3 人で 30.0％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．物置や倉庫等として利用 

「ほぼ毎日」が 29.0％、「4 日に 1 回程度」から「2

週間に 1 回程度」が 17.7％、「月 1 回程度」から「年

1～6 回程度」が 33.9％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

４．住宅や物置等として貸している 

「5 年前から」「20 年前から」「30 年前から」がそれ

ぞれ 1 人、「1 年前から」が 3 人で 50.0％を占めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

居住年数（年） 実数(人) 比率(％)
3年 1 16.7
40年 3 50.0
45年 1 16.7
60年 1 16.7
計 6 100.0

頻度（回／年） 実数(人) 比率(％)
半年に1回程度 1 10.0%
2ヶ月に1回程度 2 20.0%
4日に1回程度 1 10.0%
2日に1回程度 1 10.0%
ほぼ毎日 4 40.0%
無回答 1 10.0%
計 10 100.0%

頻度（回／年） 実数(人) 比率(％)
年1～6回程度 6 9.7%
月1回程度 15 24.2%
2週間に1回程度 3 4.8%
10日に1回程度 5 8.1%
4日に1回程度 3 4.8%
ほぼ毎日 18 29.0%
無回答 12 19.4%
計 62 100.0%

およそ何年前から 実数(人) 比率(％)
1年前から 3 50.0%
5年前から 1 16.7%
20年前から 1 16.7%
30年前から 1 16.7%
計 6 100.0%

3年
16.7%

40年
50.0%

45年
16.7%

60年
16.7%

半年に1
回程度
10.0%

2ヶ月に1
回程度
20.0% 4日に1回

程度
10.0%

2日に1回
程度
10.0%

ほぼ毎日
40.0%

無回答
10.0%

年1～6
回程度
9.7%

月1回程度
24.2%

2週間に1
回程度
4.8%

10日に1回
程度
8.1%

4日に1回程度

4.8%

ほぼ毎日
29.0%

無回答
19.4%

1年前から
50.0%

5年前から
16.7%

20年前から
16.7%

30年前から
16.7%
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  問５ 建物を利用しなくなった最も大きな理由は何ですか。 

「転居したため」が 29.2％、次いで「転勤、施設入所、入院等で長期不在のため」及び「相

続により取得したが住む人（使う人）がいないため」が 14.6％、「売地にしてあるが、購入者

が見つからないため」が 10.4％などとなっています。「その他」の理由は、親が亡くなったた

め、合併したため（寺）となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問６  建物を利用しなくなってから、何年経過しましたか。 

「１～３年くらい経過」が 31.3％、次いで「11～20 年くらい経過」が 22.9％、「６～10

年くらい経過」が 18.8％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物を利用しなくなった最も大きな理由 実数(人) 比率(％)
転居したため 14 29.2
転勤、施設入所、入院等で長期不在のため 7 14.6
売地にしてあるが、購入者が見つからないため 5 10.4
取得したが住んでいない（使っていない）ため 2 4.2
相続により取得したが住む人（使う人）がいないため 7 14.6
相続人が決まらないため 0 0.0
借り主が退去又は見つからないため 4 8.3
建替えできない土地であるため 2 4.2
店舗・作業所として利用していたが、仕事を辞めたため 3 6.3
その他 2 4.2
無回答 2 4.2

回答者数 48 100.0

利用していない年数 実数(人) 比率(％)
１年未満 1 2.1
１～３年くらい経過 15 31.3
４～５年くらい経過 7 14.6
６～１０年くらい経過 9 18.8
１１～２０年くらい経過 11 22.9
２１年以上経過 3 6.3
無回答 2 4.2

回答者数 48 100.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

転居したため

転勤、施設入所、入院等で長期不在のため

売地にしてあるが、購入者が見つからないため

取得したが住んでいない（使っていない）ため

相続により取得したが住む人（使う人）がいないため

相続人が決まらないため

借り主が退去又は見つからないため

建替えできない土地であるため

店舗・作業所として利用していたが、仕事を辞めたため

その他

無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１年未満

１～３年くらい経過

４～５年くらい経過

６～１０年くらい経過

１１～２０年くらい経過

２１年以上経過

無回答
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  問７  建物の維持管理や頻度（回数）（複数選択可） 

「庭や畑の手入れ、草刈りをしている」が 70.8％、次いで「空気の入れ替えをしている」が

56.3％、「郵便物の整理、施錠確認をしている」が 47.9％、「家屋内の掃除をしている」が 45.8％

などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問８  上記の維持管理は、どなたが主に行っていますか。（複数選択可） 

「所有者」が 50.0％、次いで「所有者の家族・親族」が 45.8％となっており、これらが大

半を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理の内容とその頻度 実数(人) 比率(％)
空気の入れ替えをしている 27 56.3
家屋内の掃除をしている 22 45.8
庭や畑の手入れ、草刈りをしている 34 70.8
郵便物の整理、施錠確認をしている 23 47.9
破損箇所の修理をしている 14 29.2
その他 0 0.0
何もしていない 6 12.5
無回答 2 4.2

回答者数 48 100.0

主な維持管理者 実数(人) 比率(％)
所有者 24 50.0
所有者の家族・親族 22 45.8
近所の人 3 6.3
友人・知人（近所の人を除く） 2 4.2
専門業者 2 4.2
その他 0 0.0
無回答 7 14.6

回答者数 48 100.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

空気の入れ替えをしている

家屋内の掃除をしている

庭や畑の手入れ、草刈りをしている

郵便物の整理、施錠確認をしている

破損箇所の修理をしている

その他

何もしていない

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

所有者

所有者の家族・親族

近所の人

友人・知人（近所の人を除く）

専門業者

その他

無回答
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  問９  維持管理で困っていることは何ですか。（複数選択可） 

「手間がかかる」が 31.3％、次いで「特に困っていることはない」が 25.0％、「身体的・

年齢的に大変」が 18.8％、「維持管理費の負担が大きい」が 14.6％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問 10  建物の状態について、お答えください。 

「多少の修理を行えば、十分に住める（使える）状態」が 31.3％、次いで「いつでも住め

る（使える）状態」が 25.0％、「かなり劣化が進んでおり、建替え・解体が必要」が 20.8％、

「劣化が進んでおり、住むため（使うため）には大規模な修繕が必要」が 16.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理で困っていること 実数(人) 比率(％)
手間がかかる 15 31.3
維持管理費の負担が大きい 7 14.6
身体的・年齢的に大変 9 18.8
遠方に住んでおり移動が大変 4 8.3
管理者を探すのが難しい 1 2.1
権利関係が複雑なため難しい 1 2.1
特に困っていることはない 12 25.0
その他 2 4.2
無回答 5 10.4

回答者数 48 100.0

建物の状況 実数(人) 比率(％)
いつでも住める（使える）状態 12 25.0
多少の修理を行えば、十分に住める（使える）状態 15 31.3
劣化が進んでおり、住むため（使うため）には大規模な修繕が必要 8 16.7
かなり劣化が進んでおり、建替え・解体が必要 10 20.8
その他 0 0.0
無回答 3 6.3

回答者数 48 100.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

手間がかかる

維持管理費の負担が大きい

身体的・年齢的に大変

遠方に住んでおり移動が大変

管理者を探すのが難しい

権利関係が複雑なため難しい

特に困っていることはない

その他

無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

いつでも住める（使える）状態

多少の修理を行えば、十分に住める（使える）状態

劣化が進んでおり、住むため（使うため）には大規模な修繕が必要

かなり劣化が進んでおり、建替え・解体が必要

その他

無回答
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  問 11 建物の今後の利活用について、お答えください。（複数選択可） 

「売却したい、または売却しても良い」が 35.4％、次いで「賃貸したい、または賃貸して

も良い」が 22.9％、「建物を解体したい、または解体しても良い」が 20.8％、「現状の利用の

まま、自己管理したい」が 16.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問 12 利活用で困っていることについて、お答えください。（複数選択可） 

「特に困っていない」が 35.4％、次いで「売却・賃貸先が見つからない」25.0％、「建物

を解体したいが、解体費用が捻出できない」、「その他」が 12.5％などとなっています。その

他には、道路幅員が狭くて建てられない、市街化調整区域のため解体後建てられないなどとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物の今後の利活用について 実数(人) 比率(％)
自分や家族・親族で住みたい（新築、改築を含む） 5 10.4
セカンドハウスや別荘等として、時々利用したい 3 6.3
売却したい、または売却しても良い 17 35.4
賃貸したい、または賃貸しても良い 11 22.9
無償または低賃料でも地域のために貸し出したい 4 8.3
現状の利用のまま、自己管理したい 8 16.7
建物を解体したい、または解体しても良い 10 20.8
今後利用予定はないので、どうしたらよいかわからない 7 14.6
その他 2 4.2
無回答 2 4.2

回答者数 48 100.0

利活用で困っていること 実数(人) 比率(％)
住みたい、または貸したいが、リフォームや大規模修繕の費用が捻出できない 3 6.3
売却・賃貸先が見つからない 12 25.0
建物を解体したいが、固定資産税が上がるため解体できない 5 10.4
建物を解体したいが、解体費用が捻出できない 6 12.5
相続問題等で、権利者間で意見が一致しない 2 4.2
特に困っていない 17 35.4
その他 6 12.5
無回答 3 6.3

回答者数 48 100.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

自分や家族・親族で住みたい（新築、改築を含む）

セカンドハウスや別荘等として、時々利用したい

売却したい、または売却しても良い

賃貸したい、または賃貸しても良い

無償または低賃料でも地域のために貸し出したい

現状の利用のまま、自己管理したい

建物を解体したい、または解体しても良い

今後利用予定はないので、どうしたらよいかわからない

その他

無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

住みたい、または貸したいが、リフォームや大規模修繕の費用が捻出できない

売却・賃貸先が見つからない

建物を解体したいが、固定資産税が上がるため解体できない

建物を解体したいが、解体費用が捻出できない

相続問題等で、権利者間で意見が一致しない

特に困っていない

その他

無回答
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  問 13 空家の活用や管理に関する行政への要望等について。（複数選択可） 

「無回答」が 39.6％、次いで「売却・賃貸する場合の不動産業者等の情報」が 31.3％、次

いで「解体・リフォーム費用に対する補助」が 25.0％となっています。「その他」には、道路

整備の要望や本人が認知症で何もできないためなどの意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問 14 空家バンク制度（空家の賃貸・売却を希望する人から登録を受けた情報を、空家の利用を

希望する人に紹介する制度）を始めたら登録されますか。 

「登録したい」「登録したくない（できない）」が同数で、それぞれ 35.4％となっています。

「その他」は、「不動産業者に売却を依頼済み」、「長男に任せてある」、「解体を予定している」、

「本人が認知症なので売却・賃貸ができない」などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政への要望等 実数(人) 比率(％)
売却・賃貸する場合の不動産業者等の情報 15 31.3
建物を管理してくれる業者の情報 4 8.3
不要な家具等を処分してくれる業者の情報 5 10.4
庭の樹木を剪定・伐採してくれる業者の情報 4 8.3
解体・リフォーム業者の情報 5 10.4
解体・リフォーム費用に対する補助 12 25.0
その他 3 6.3
無回答 19 39.6

回答者数 48 100.0

空家バンク制度への登録 実数(人) 比率(％)
登録したい 17 35.4
登録したくない（できない） 17 35.4
その他 6 12.5
無回答 8 16.7

計 48 100.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

売却・賃貸する場合の不動産業者等の情報

建物を管理してくれる業者の情報

不要な家具等を処分してくれる業者の情報

庭の樹木を剪定・伐採してくれる業者の情報

解体・リフォーム業者の情報

解体・リフォーム費用に対する補助

その他

無回答

登録したい

35.4%

登録したくな

い（できない）
35.4%

その他

12.5%

無回答

16.7%
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  問 15 今後、空家等の有効利活用を図るための情報提供（パンフレット等の送付）をさせていた

だく場合があります。情報提供の希望の有無について。 

 

「情報提供を希望する」が 56.3％、「情報提供を希望しない」が 33.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 実数(人) 比率(％)
情報提供を希望する 27 56.3
情報提供を希望しない 16 33.3
無回答 5 10.4

計 48 100.0

情報提供

を希望す

る
56.3%

情報提供

を希望しな

い
33.3%

無回答

10.4%
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４．特定空家等の判断の参考となる基準（国のガイドライン） 
 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」に

おける「別紙 1」～「別紙 4」 
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72 

 

５．空家等の現地調査票及び現地調査マニュアル  
■調査票（１／２） 
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■調査票（２／２） 
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■現地調査マニュアル 
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６．幸田町空家等対策協議会設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幸田町空家等対策協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。次条第１号にお

いて「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、幸田町空家等対策協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

⑴ 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、町長及び委員１０人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、地域住民、法務、不動産、建築等に関する学識経験者その他の町長が必要と

認める者のうちから、町長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしたり、他の目的に使用してはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、

又は説明をさせることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月１８日から施行する。 
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平成 29 年度 幸田町空家等対策協議会委員名簿 

役職 氏名 区分 組織・団体 

町長 大須賀 一誠 幸田町長  

委員 安藤 達也 弁護士 愛知県弁護士会 

委員 大髙 利之 宅地建物取引士 愛知県宅建協会 

委員 竹谷 晴彦 司法書士 愛知県司法書士会 

委員 那須 榮 土地家屋調査士 土地家屋調査士会 

委員 村上 雅郁 建築士 建築士事務所協会 

委員 鈴木 富雄 区長会長 幸田町区長会 

委員 大嶽 治郎 商工会長 幸田町商工会 
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